
 

（裏面あり） 

監監第 87 号 

令和８年４月30日 

 

 請求人 宛て 

 

横浜市監査委員  酒 井 良 清 

     同       高 品   彰  

                    同       前 田   一  

                    同       瀬之間 康 浩 

同       麓   理 恵  

 

 

住民監査請求に基づく監査について（通知） 

 

 令和８年４月９日に受け付けました住民監査請求については、合議により次のとおり決定

しましたので通知します。 

 本件請求は地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」といいます。）第242条に規定

する住民監査請求の要件を満たしていないと判断し、同条に基づく監査は実施しないことに

決定しました。（却下） 

 

 （理 由） 

 法第242条第１項は、普通地方公共団体の執行機関又は職員について、財務会計上の違法

若しくは不当な行為又は怠る事実があると認めるときは、当該普通地方公共団体の住民が監

査を求め、当該普通地方公共団体の被った損害を補塡する等のために必要な措置を講ずべき

ことを請求することができる住民監査請求について規定しています。 

 

 請求人は、道路の境界標及び土地の寄付受納等について複数回住民監査請求を提出してい

ますが、請求人が記載した内容はいずれも、地方自治法に定める住民監査請求としての内容

を満たしているものとは認められません。 

 なお、請求人が財務会計上の行為と主張する内容については、令和８年３月 23 日監監第

1071号にて通知したとおりです。 

 また、請求人は、過去の住民監査請求に対する却下について、自らの考えに対して監査委

員の判断が誤っている又は矛盾していると述べていますが、却下するという監査委員の応答

は住民監査請求の対象となる財務会計上の行為又は怠る事実ではありません。 

 

 以上のことから、本件請求は、法第242条に規定する住民監査請求の要件を満たしていな

いと判断しました。 

 

 請求人は、平成 30 年度から 10 回を超える同趣旨の住民監査請求を提出していますが、請

求人の主張は、住民監査請求により解決できるものではないため、他の方法を御検討くださ



い。 

 なお、請求人は、これまでの監査委員からの通知が不当であると主張し、請求内容は、過

去に提出した住民監査請求書のとおりであるとして審議のやり直しを求めていますが、監査

委員の決定に不服がある場合には、当該住民監査請求に係る違法な行為又は怠る事実につい

て、通知があった日から 30日以内に住民訴訟を提起することができることを申し添えます。 

 


